
第
三

章
　
文
明
開
化
の

諸
相

第
一

節
　
交
通
・

通
信
機
関
の

開
設

一

　

電
信
の

開
通

電
信
機
と
蒸
気
車

安
政
元
年
一

月
十
六
日
（
一

八
五
四
年
二

月
十
三
日

）、

星
条
旗
を
掲
げ
た
七
隻
の

黒
船
艦
隊
は
、

江
戸
湾
を
深
く
進
み
入
り
、

金
沢
村
小
柴
（
現
在

横
浜
市
金
沢
区
柴
町

）
の

沖
に

錨
を
お
ろ
し
た
。

い

う
ま
で

も
な
く
、

ペ

リ
ー

提
督
が
ひ
き
い

る
ア
メ

リ
カ
東
イ
ン

ド
艦
隊
の

二

度
目
の

来
航
で

あ
る
。

前
年
七
月
（
旧
暦
六
月
）
に
来
航
し

て
、

大
統
領
の

親
書
を
手
交
す
る
こ

と
に

成
功
し
た
ペ

リ
ー

は
、

幕
府
の

回
答
を
求
め
て
、

再
び
江
戸
湾
に

あ
ら
わ
れ
た
の

で

あ
っ

た
。

ペ

リ
ー
の

強
い

要
求
に

屈
し
た
幕
府
は
、

神
奈
川
に

近
い

久
良
岐
郡
横

浜
村
に

応
接
所
を
つ

く
り
、

交
渉
を
開
始
す
る
こ

と
に

し
た
。

交
渉
は
二

月
十
日
（
三
月
八
日

）
か
ら
始
め
ら
れ
た
。

そ
し
て

交
渉
成
功
の

見
通
し

が
つ

く
と
、

ア
メ

リ
カ
か

ら
の

贈
り
も
の

が
、

横
浜
に

陸
揚
げ
さ
れ
た
。

そ
れ
は
電
信
機
具
、

模
型
の

蒸
気
機
関
車
、

時
計
、

望
遠
鏡
、

ラ
イ
フ

ル

銃
、

ピ
ス

ト
ル

な
ど
、

五
十
点
ば
か
り
の

も
の

で

あ
っ

た
。

い

ず
れ
も
、

文
明
の

器
具
で

あ
る
。

日
本
人
が
始
め
て

目
に

す
る
も
の

で

あ
る
。

な
か

で

も
当
時
の

日
本
人
を
驚
か
せ
、

喜
ば
せ
た
も
の

は
、

蒸
気
車
と
電
信
機
で

あ
っ

た
。

応
接
所
前
の

広
場
に

は
、

鉄
道
線
路
が
環
状
に

敷
設
さ
れ
た
。

そ
の

上
を
模
型
の

機
関
車
と
客
車
が
走
る
。

最
初
の

実
験
運
転
は
二

月
二

十
三
日
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（
三
月
二
十
一

日

）
に

行
わ
れ
た
。

ペ

リ
ー
が
妻
へ

の

書
簡
の

な
か
で

書
き
送
っ

て
い

る
よ

う
に
、

車
体
は
超
小
型
の

も
の

で

あ
り
、

ボ
ギ
ー
の

間
隔

は
九
イ
ン

チ

足
ら
ず
、

お
も
ち
ゃ

の

汽
車
で

あ
っ

た
が
、

そ
の

快
走
ぶ
り
は
大
い

に
日
本
人
を
喜
ば
せ
、

や
が
て

江
戸
か
ら
も
多
く
の

人
び
と
が
見

物
に

押
し
か

け
る
よ
う
に

な
っ

た
。

翌
二

十
四
日
に
は
、

電
信
の

実
験
が
行
わ
れ
た
。

い

ま
の

横
浜
税
関
付
近
に

建
て

ら
れ
た
応
接
所
か

ら
、

洲
干
弁
天
前
ま
で
、

約
九
町
（
約
九
百

八
十
二

㍍
）
の

間
に

電
線
を
張
り
、

送
受
信
の

実
験
を
や
っ

て

み
せ
た
の

で

あ
る
。

当
時
の

記
録
に
は
「
天
理
関
連
府
千
里
鏡
試
み
に

興
行
仕
り
候
」

と
記
さ
れ
て
い

る
。

「
テ
レ

カ
ラ
フ

」
は
、

ま
さ
し
く
「
雷
電
気
に
て

事
を
告
げ
る
機
械
」
で

あ
っ

た
。

こ

う
し
て

横
浜
に

お
い

て
は
、

開
港
の

前
に

汽
車
が
走
り
、

電
信
が
実
験
さ
れ
た
。

そ
の

機
器
は
幕
府
に

献
上
さ
れ
た
が
、

そ
の

ま
ま
蔵
の

な
か

に

し
ま
い

こ

ま
れ
、

実
用
に

供
さ
れ
る
こ

と
は
な
か
っ

た
。

せ
っ

か
く
文
明
の

機
械
に

接
し
な
が
ら
、

こ

れ
を
運
用
す
る
に
至
ら
な
か
っ

た
。

や
が

て

開
国
と
な
り
、

さ
ま
ざ
ま
の

西
洋
文
明
が
渡
来
す
る
に

及
ん
で
、

幕
府
も
「
蒸
気
車
、

電
信
機
は
皆
治
国
第
一

の

要
具
に
て
、

今
日
に

あ
り
て
は

是
非
そ
な
え
ざ
る
べ

か
ら
ず
」
と
認
め
る
に

至
る
。

し
か
し
、

そ
の

開
設
に

踏
み
切
る
前
に
、

幕
府
そ
の

も
の

が
倒
れ
て

し
ま
っ

た
の

で

あ
っ

た
。

伝
信
線
の
敷
設

わ
が
国
に
お

け
る
通
信
機
関
と
し
て

は
、

飛
脚
の

制
度
が
あ
っ

た
。

幕
府
公
用
の

継
飛
脚
の

ほ
か
、

民
間
に

は
町
飛
脚
が
発
達

し
て
い

て
、

信
書
や
荷
物
の

伝
達
を
扱
っ

て
い

た
。

幕
府
が
倒
れ
る
と
継
飛
脚
は
廃
さ
れ
た
が
、

新
政
府
は
町
飛
脚
を
利
用
し

て

公
用
の

通
信
を
扱
わ
せ
た
。

す
で
に

欧
米
の

諸
国
で

は
近
代
郵
便
の

制
度
が
発
達
し
て

い

た
が
、

飛
脚
制
度
に

馴
れ
て
い

た
日
本
で
は
、

近
代
郵

便
を
開
設
し
よ
う
と
い

う
意
向
は
、

ま
っ

た
く
示
さ
れ
な
か
っ

た
。

そ
の
一

方
に
お
い

て
、

幕
末
か
ら
関
心
の

高
ま
っ

て

い

た
電
信
に
つ

い

て
、

新

政
府
も
、

ま
た
民
間
の

識
者
も
、

異
常
な
ほ
ど
の

熱
意
を
示
し
た
の

で

あ
っ

た
。

電
信
を
開
設
し
た
い

と
い

う
出
願
は
、

国
内
か
ら
も
、

海
外
か

ら
も
、

あ
い

つ

い

で

提
出
さ
れ
た
。

そ
う
し
た
気
運
の

な
か
で
、

新
政
府
も
ま

た
、

政
府
じ
し
ん
の

手
に
よ
っ

て
、

電
信
の

開
設
に
ふ
み
き
る
。

そ
の

機
縁
を
つ

く
っ

た
の

が
、

横
浜
外
国
官
判
事
兼
神
奈
川
府
判
事
の

職
に

あ
っ
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た
寺
島
陶
蔵
（
宗
則

）
の

建
議
で

あ
っ

た
。

折
り
か
ら
東
京
で

は
開
市
の

準
備
が
進
め
ら
れ
、

築
地
に

外
国
人
居
留
地
が
建
設
さ
れ
て

い

た
。

開
市

は
明
治
元
年
十
一

月
十
九
日
（
一

八
六
九
年
一

月
一

日

）
に

実
施
さ
れ
る
。

そ
こ

で

寺
島
は
、

ま
ず
横
浜
と
築
地
と
の

間
に
、

官
営
を
も
っ

て

電
信
を

開
設
し
よ
う
、

と
計
画
し
た
の

で

あ
っ

た
。

た
ま
た
ま
横
浜
で

は
、

燈
明
台
（
灯
台

）
の

建
設
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、

英
人
ブ
ラ
ン

ト
ン

が
工

事
の

指
導
に

当
た
っ

て

い

た
。

そ
こ

で

寺
島
は

電
信
技
師
の

招
請
を
ブ
ラ
ン

ト
ン

に

委
嘱
す
る
。

そ
の

周
旋
に
よ
っ

て

イ
ギ
リ
ス

か

ら
来
朝
し
た
電
信
技
師
が
ギ
ル

ベ

ル

ト
で

あ
っ

た
。

ギ
ル

ベ

ル

ト
は
明
治
二

年
八
月
九
日
（
一

八
六
九
年
九
月
十
四
日

）、
横
浜
に

来
着
し
た
。

こ

れ
よ
り
政
府
の

「
お
雇
い

外
国
人
」
と
し
て
、

電
信
の

建
設
お
よ
び

修
理
を
担
当
す
る
こ

と
に

な
る
。

月
給
は
百
五
十
円
で

あ
っ

た
。

電
信
線
は
、

ま
ず
横
浜
弁
天
の

燈
明
台
役
所
か

ら
、

本
町
通
の

横
浜
裁
判
所
（
い

ま
の

県
庁
に

あ
た
る

）
ま
で
、

七
町
（
約
七
百
六
十
㍍
）
の

間
に

架
設
さ
れ
た
。

早
く
も

八
月
の

う
ち
に
工
事
は
完
成
し
、

官
用
通
信
の

取
扱
い

が
始
め
ら
れ
た
。

取
り
扱
わ
れ
る
電
報
は
官
用
の

も
の

に

限
ら
れ
た
が
、

わ
が
国
に
お
い

て

初
め
て

電
信
が
実

用
に

供
せ
ら
れ
た
の

で

あ
る
。

な
お

当
時
は
電
信
と
い

う
文
字
は
用
い

ず
「
伝
信
」
と
称
し
た
。

電
信
に

関
す
る
最
初
の

機
関
と
し
て
、

九
月
十
九
日

東京横浜名所一覧図会・横浜裁判所（三代広重画）
神奈川県立博物館蔵
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に

は
「
伝
信
機
役
所
」
が
、

横
浜
裁
判
所
の

な
か
に

設
け
ら
れ
、

こ

こ

か
ら
東
京
に

通
ず
る
電
信
線
の

建
設
工
事
が

始
め
ら
れ
た
。

こ

の

日
は
太
陽
暦
に

換
算
す
る
と
十
月
二

十
三
日
に

当
た
る
。

よ
っ

て
、

の

ち
に

「
電
信
電
話
記
念

日

」
に

定
め
ら
れ
た
。

東
京
の

伝
信
機
役
所
は
、

築
地
居
留
地
の

運
上
所
構
内
に

設
け
ら
れ
た
（
十
月
十
二
日

）。

横

浜
か
ら
築
地
ま
で

八
里
余（
約
三
十
二
キ
ロ

）の
間
に
、

電
信
線
が
架
設
さ
れ
て
い

っ

た
の

で

あ
る
。

こ

う
し
た
電
信
に

関
す
る
業
務
は
、

燈
台
業
務
に

属
し
て
、

初
め
は
外
務
省
、

の

ち
民
部
大
蔵
省
の

管
轄
下
に

置

か
れ
た
。

し
か
し
実
際
に

費
用
を
支
出
し
た
の

は
、

当
時
の

神
奈
川
県
で

あ
っ

た
。

費
用
だ
け
で
は
な
い
。

こ

の

後

も
、

電
信
に

関
す
る
実
務
は
、

神
奈
川
県
が
処
理
し
て

ゆ
く
の

で

あ
る
。

す
な
わ
ち
電
信
の

建
設
は
、

も
っ

ぱ
ら
神

奈
川
県
の

手
に
よ
っ

て

進
め
ら
れ
て
い
っ

た
の

で

あ
っ

た
。

公
衆
電
報
の

開
業

横
浜
―
東
京
の

電
信
線
は
、

地
図
に

示
さ
れ
て
い

る
と
お

り
、

神
奈
川
か
ら
東
海
道
筋
を
へ

て
、

築
地
ま
で

架
設
さ
れ
た
。

そ
の

完
成
に

さ
き
だ
っ

て
、

神
奈
川
県
は
、

東
京
お
よ
び
横

浜
伝
信
局
の

名
を
も
っ

て

「
伝
信
機
之
布
告
」
を
発
し
た
。

十
二

月
二

十
日
ご
ろ
と
推
定
さ
れ
る
。

伝
信
機
役
所
の

名
称
も
、

こ
の

と
き
伝
信
局
と
改
め
ら
れ
た
。

さ
て

布
告
に

よ
れ
ば
「
伝
信
機
は
幾
百
里
へ

だ
た
る
場
所
に
て

も
、

人
馬
の

労
を
は
ぶ
き
、

線
の
つ

ら
な
る
場
所

ま
で
、

音
信
を
一

瞬
間
に

通
達
す
る
至
妙
の

機
関
」
で

あ
る
。

こ

れ
が
「
来
る
十
二

月
二

十
五
日
よ
り
」
開
業
す
る
、

と
い

う
次
第
で

あ
っ

た
。

こ

こ
に

示
さ
れ
た
と
お
り
、

横
浜
―
東
京
の

電
信
は
、

明
治
二

年
十
二
月
二

十
五
日
、

す
な
わ
ち
一

八
七
〇
年
一

月
二
十
六
日
を
も
っ

て

開
か
れ
た
。

公
衆
電
報
の

取
扱
い

が
、

こ

こ

に

開
始
さ
れ
た
の

で

あ
る
。

音
信
料
（
電
信
料
金

）
は
、

カ
ナ
一

字
に
つ

き
銀
一

分
と
定
め
ら
れ
た
。

当
時
の

価
額
に
よ
れ
ば
、

銀
一

分
と
い

う
の

は
、

一

厘
六
毛
六
に

当
た
る
。

東京より横浜まで伝信機銅線の図
『外務類纂電信線架設関係雑件』から
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十
字
の

電
文
で
一

銭
六
厘
六
毛
、

二
十
字
で

三
銭
三
厘
、

三
十
字
で

は
約
五
銭
と
な
る
。

当
時
の

他
の

物
価
と
比
較
し
て

み
て

も
、

た
い

し
て

高
額

で

は
な
い
。

そ
れ
で

も
電
文
は
「
要
用
を
な
る
べ

く
簡
略
に
カ
ナ
に
て

相
認
め

」
る
よ
う
に

指
示
さ
れ
、

ま
た
商
品
相
場
な
ど
は
「
隠
し
こ

と
ば

」

す
な
わ
ち
暗
号
を
用
い

る
こ

と
も
許
さ
れ
た
。

と
こ

ろ
で

音
信
料
は
必
ず
し
も
高
額
で

な
か
っ

た
も
の

の
、

当
時
の

電
報
に

は
配
達
料
が
別
に

課
さ
れ
て
い

て
、

こ

れ
が
高
く
つ

い

た
。

伝
信
局

で

受
信
し
た
電
報
は
、

早
飛
脚
に
よ
っ

て

配
達
さ
れ
、

そ
の

代
金
を
発
信
人
が
払
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
の

で

あ
る
。

横
浜
伝
信
局
か
ら
神
奈
川
県

内
の

各
地
に

対
す
る
配
達
料
は
、

次
の

と
お
り
で

あ
っ

た
。

横
浜
関
内

　
銀
六
分

　
（
一

銭
）

〃

関
外

　
野
毛
、

戸
部
、

石
川
口
、

吉
田
、

新
田
、

元
町

銀
一

匁
五
分
（
二
銭
五
厘
）

神
奈
川
宿
、

保
土
ヶ

谷

　
銀
二

匁
五
分
（
四
銭
二
厘
）

藤
沢

　
銀
三
十
匁

　（
五
十
銭
）

横
須
賀

　
銀
四
十
五
匁
（
七
十
五
銭
）

東
京
あ
て

の

場
合
も
、

事
情
は
同
じ
で

あ
っ

た
。

た
と
え
ば
神
奈
川
や
保
土
ヶ

谷
の

人
が
、

東
京
の

新
宿
あ
て

に
三
十
字
の

電
報
を
打
と
う
と
す

れ
ば
、

関
内
の

伝
信
局
ま
で

出
む
い

た
上
で
、

音
信
料
三
匁
、

配
達
料
八
匁
、

あ
わ
せ
て

十
一

匁
（
十
八
銭
）
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
。

電

報
は
、

配
達
料
を
加
算
す
る
こ

と
に
よ
っ

て
、

す
こ

ぶ
る
高
額
と
な
っ

た
。

し
か
し
電
信
は
、

飛
脚
に

く
ら
べ

れ
ば
、

や
は
り
安
か
っ

た
。

そ
の

上
に
、

何
よ
り
も
速
い
。

し
た
が
っ

て

利
用
度
も
高
く
、

開
業
し
て

か
ら
三

か

月
で

約
三
千
通
の

受
付
が
あ
っ

た
。

な
お

開
業
の

と
き
は
和
文
電
報
の

み
で

あ
っ

た
が
、

明
治
三
年
五
月
か
ら
は
、

欧
文
電
報
の

取
扱
い

も
始
め
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ら
れ
た
。

こ

れ
は
居
留
外
国
人
の

要
請
に
よ
る
も
の

で

あ
っ

た
。

二
　
郵
便
の

開
業

東
海
道
筋
の

郵
便

わ
が
国
の

近
代
郵
便
制
度
は
、

電
信
よ
り
も
遅
れ
て
、

明
治
四
年
三
月
一

日
（
一

八
七
一

年
四
月
二
十
日

）
に

発
足
し
た
。

こ

の

新
式
郵
便
を
立
案
し
た
の

は
前
島
密
で

あ
っ

た
が
、

創
業
に

さ
き
だ
っ

て

前
島
は
、

政
府
の

命
令
に
よ
っ

て

イ
ギ
リ
ス

に

渡
り
、

開
設
の

事
務
を
担
当
し
た
の

は
杉
浦
譲
で

あ
っ

た
。

郵
便
は
、

ま
ず
東
京
と
京
都
お
よ
び
大
阪
の

間
に

通
じ
た
。

こ

の

三
都
に

郵
便
役
所
が
設
け
ら
れ
、

東
海
道
を
経
由
し
て
、

脚
夫
が
郵
便
物
を
逓

送
し
た
の

で

あ
る
。

規
定
に
よ
れ
ば
、

東
京
か
ら
京
都
ま
で
の

所
要
時
間
は
七
十
二

時
間
（
三
日

）、

料
金
は
一

貫
四
百
文
（
十
四
銭
）
で

あ
っ

た
。

料
金
は
、

あ
て

先
に

よ
っ

て

異
な
っ

て
い

た
の

で

あ
る
。

い

ま
の

神
奈
川
県
下
に
お
け
る
東
海
道
の

宿
駅
は
、

川
崎
・

神
奈
川
・

保
土
ヶ

谷
・

戸
塚
・

藤
沢
・

平
塚
・

大
磯
・

小
田
原
・

箱
根
で

あ
る
。

こ

れ
ら
の

各
駅
と
、

開
港
場
の

横
浜
に
、

郵
便
取
扱
所
が
設
け
ら
れ
、

郵
便
取
扱
人
が
配
置
さ
れ
た
。

い

う
ま
で

も
な
く
、

横
浜
は
東
海
道
筋
か
ら
離

れ
て
い

る
の

で

神
奈
川
駅
か
ら
別
に

支
線
が
設
け
ら
れ
た
の

で

あ
っ

た
。

開
業
に

あ
た
っ

て

は
「
各
地
時
間
賃
銭
表
」
が
達
せ
ら
れ
、

東
京
・

京

都
・

大
阪
よ
り
各
駅
に
至
る
郵
便
の

所
要
時
間
、

お
よ
び
料
金
が
示
さ
れ
た
。

県
下
の

各
駅
に

関
す
る
部
分
を
挙
げ
れ
ば
、

次
表
の

と
お

り
で

あ

る
。

な
お
当
時
の

「
一

時
」
と
い

う
の

は
、

現
在
の

二

時
間
に

当
た
っ

て
い

る
。

こ

の

表
に
は
県
下
の

主
要
な
駅
名
し
か

挙
げ
ら
れ
て
い

な
い
。

し
か
し
開
業
の

当
初
、

県
下
の

各
地
あ
て

東
京
ま
た
は
京
都
・

大
阪
か
ら
、

郵
便

の

所
要
時
間
と
料
金
の

大
概
は
分
か
る
で

あ
ろ
う
。

い

ま
の

時
制
と
通
貨
単
位
に

換
算
し
て

示
す
な
ら
ば
、

た
と
え
ば
川
崎
に

は
、

東
京
か
ら
約
二
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時
間
三
十
分
、

大
阪
か
ら
は
三
日
と
五
時
間
半
、

そ
し
て

料
金
は
東
京
か
ら
は
一

銭
、

大
阪
か
ら
は
十
五
銭
を
要
し
た
わ
け
で

あ
る
。

各
取
扱
所
に
は
、

そ
の

こ

ろ
郵
便
事
業
を
統
轄
し
て
い

た
駅
逓
司
（
八
月
か
ら
駅
逓
寮
）
か

ら
、

手
当
が
支
給
さ
れ
た
。

開
業
し
た
三
月
か
ら
同
年

末
ま
で

の

手
当
額
が
、

当
時
の

記
録
に

残
っ

て
い

て
、

こ

れ
を
見
る
と
、

神
奈
川
県
下
に

お
い

て

も
、

ど
の

駅
が
大
き
く
、

取
り
扱
っ

た
物
量
が
多

か
っ

た
か
、

推
定
す
る
こ

と
が
で

き
る
。

す
な
わ
ち
小
さ
な
駅
が
二

円
台
で

あ
っ

た
の

に

対
し
て
、

六
円
以
上
を
支
給
さ
れ
た
の

は
、

川
崎
・

神
奈

川
・

藤
沢
・

大
磯
・

小
田
原
の

各
駅
で

あ
っ

た
。

と
く
に

神
奈
川
駅
は
十
二

円
四
十
銭
に

上
り
、

郵
便
の

取
扱
い

量
も
多
か
っ

た
こ

と
が
、

う
か
が

わ
れ
よ
う
。

横
浜
へ

の

郵
便
は
、

い
っ

た
ん
神
奈
川
駅
に

達
し
た
後
、

別
に

仕
立
て

ら
れ
た
。

し
た
が
っ

て

料
金
も
、

そ
れ
だ
け
高
額
と
な
っ

て
い

る
。

時
間
も
ま
た
、

余
計
に
か
か
っ

た
。

さ
ら
に

横
浜
駅
は
設
け
ら
れ
た
も
の

の
、

神
奈
川
の

郵
便
取
扱
所
か
ら
出
張
し
た
駅
逓
掛
の

所
轄
と
な
っ

て
い

て
、

郵
便
切
手
の

売
捌
き
所
も
置
か

れ
て

い

な
か
っ

た
。

開
港
場
と
し
て

日
増
し
に

発
展
し
、

商
業
活
動
も
さ
か
ん
で

あ
っ

た
か
ら
、

横
浜
に

達
し
、

あ
る
い

は
横
浜
か
ら
発
す
る
郵
便
の

量
も
多
い
。

当
初
の

体
制
の

ま
ま
で

は
、

す
こ

ぶ
る
不
便
で

あ
っ

た
。
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そ
こ

で

駅
逓
司
は
、

横
浜
弁
天
通
三
丁
目
（
山
室
亀
吉
宅
）
に

郵
便
取
扱
所
を
設
け
、

書
状
集
箱
を
吉
田
町
と
元
町
と
に

設
置
し

た
。

別
に

郵
便

書
状
取
扱
い

役
も
任
命
し
、

関
内
に

お
も
む
い

て

書
状
を
集
め
る
こ

と
も
請
け
負
わ
せ
た
。

こ

う
し
て

五
月
に

は
、

横
浜
に
お
け
る
書
状
の

取
扱
い

数
も
、

一

日
に

百
通
を
こ

え
る
に
至
る
。

し
か
し
、

そ
れ
で

も
な
お
、

時
間
と
料
金
と
の

面
に
お
い

て
、

横
浜
の

郵
便
事
情
は
決
し
て

好
転
し
て
い

な
い
。

こ

れ
に

乗
じ
て
、

民
間
の

飛
脚
業
者
は
、

官
営
の

郵
便
事
業
に

対
抗
す
る
た
め
、

横
浜
に

発
着
す
る
別
仕
立
便
を
設
け
、

さ
ら
に

は
現
金
の

送
達
を
扱
っ

た
。

実
力
を
も
っ

て
、

官
営
郵
便
を
圧
倒
し
よ
う
と
し
た
の

で

あ
る
。

当
局
と
し
て
は
、

放
置
で

き
な
い

情
勢
と
な
っ

た
。

そ
こ

で

新

し
く
開
設
さ
れ
た
の

が
、

東
京
―
横
浜
に

直
通
す
る
路
線
で

あ
っ

た
。

な
お
当
時
、

郵
便
事
業
も
政
府
の

独
占
で
は
な
か
っ

た
。

横
浜
郵
便
の

開
設

明
治
四
年
七
月
十
五
日
（
一

八
七
一

年
八
月
三
十
日

）、

横
浜
に
は
郵
便
役
所
が

設
け
ら
れ
、

東
京
―
横
浜
の

間
の

郵
便
線
路

が
、

東
海
道
郵
便
と
は
別
箇
に

開
か
れ
た
。

創
業
か
ら
四
か
月
半
に

し
て
、

新
し
い

路
線
が
開
か
れ
た
わ
け
で

あ
る
。

東
京
か
ら
横
浜
ま
で
、

逓
送
時
間
は
七
時
間
で
、

一

日
に
一

回
往
復
し
た
。

料
金
は
書
状
一

通
（
五
匁
＝
十
八
・

七
グ
ラ
ム

ま
で

）
に
つ

き
、

二

百
四
十
八
文
と
さ
れ
た
。

直
通
と
い

う
便
利
さ
は
あ
っ

た
が
、

時
間
も
料
金
も
、

従
来
の

神
奈
川
経
由
の

場
合
と
、

大
き
な
違
い

は
な
い
。

そ
こ

で

民
間
の

飛
脚
業
者
は
、

依
然
と
し
て

競
争
を
い

ど
み
つ

づ
け
た
。

駅
逓
司
と
し
て

も
、

こ

の

路
線
を
維
持
す
る
た
め
に

は
、

料
金
を
値
下
げ
す
る
必

要
を
痛
感
し
た
。

そ
こ

で

八
月
に

は
、

料
金
を
一

挙
に

四
十
八
文
に

改
め
、

差
立
て

も
一

日
二

回
に
ふ
や
し
た
の
で

あ
っ

た
。

と
こ

ろ
で

横
浜
郵
便
に

は
、

新
し
い

制
度
が
設
け
ら
れ
て
い

た
。

す
な
わ
ち
「
金
子
入
書
状
」
の

新
設
で

あ
る
。

横
浜
―
東
京
の

間
は
現
金
の

動

き
が
活
発
で

あ
り
、

そ
の

送
達
に

民
間
業
者
が
乗
り
出
し
て
い

た
。

駅
逓
司
の

郵
便
が
、

飛
脚
業
者
に

対
抗
し
、

さ
ら
に

圧
倒
す
る
た
め
に
、

現
金

を
封
入
し
た
書
状
の

取
扱
い

を
開
始
し
た
の

で

あ
っ

た
。

ま
た
定
期
便
の

ほ
か
、

特
別
仕
立
便
が
別
表
の

よ
う
に

設
け
ら
れ
た
。

金
子
入
書
状
の

場

合
に

は
、

こ

の

特
別
仕
立
料
金
の

ほ
か
に
、

封
入
金
額
に

応
ず
る
付
加
額
が
徴
収
さ
れ
る
わ
け
で

あ
っ

た
。

特
別
仕
立
郵
便
時
間
賃
銭
表
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時

間

　
書
状
一

通

　
賃

銭

　
金

子

　
賃

銭

一

時

（
二
時
間
）

　
掛
目
三
十
目
限

　
金
一

両
一

分

　
金
札

　
一

朱
ヨ

リ

四
両
三
分
余
マ

デ

　
二
百
文

一

時
半
（
三
時
間
）

　
同
　
四
十
五
目
限

　
金
一

両

　
同

　
五
両
ヨ

リ

三
分
余
マ

デ

　
四
百
文

二

時

（
四
時
間
）

　
同
　
六
十
目
限

　
金
三
分

　
同

　
十
両
ヨ

リ

四
十
九
両
余
マ

デ

　
一

朱

二

時
半
（
五
時
間
）

　
同
　
七
十
五
目
限

　
金
二

分

　
同

　
五
十
両
ヨ

リ

九
十
両
余
マ

デ

　
二

朱

三
時

（
六
時
間
）

　
同
　

九
十
目
限

　
金
一

分
二

朱

　
同

　

百
両
ヨ

リ

四
百
両
余
マ

デ

　
一

分
二

朱

三
時
半
（
七
時
間
）

　
同
　
百
目
限

　
金
一

分

　
同

　
五
百
両
ヨ

リ

九
百
両
余
マ

デ

　
三
分

同
　

千
両
ヨ

リ
一

万
両
マ

デ

　

五
両

同

　
一

万
両
ヨ

リ

以
上
一

万
両
ニ

付

　
四
両
二

分

こ

の

表
に
よ
れ
ば
東
京
か
ら
横
浜
へ

、

一

両
（
一

円
）
の

金
を
普
通
便
と
同
じ
く
七
時
間
で

送
ろ
う
と
す
れ
ば
、

書
状
料
金
一

分
と
金
子
料
金
二

百
文
、

計
二

十
七
銭
分
を
払
え
ば
よ
い
。

二

十
両
の

金
を
最
も
早
く
送
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、

二

時
間
仕
立
を
利
用
す
る
こ

と
に

な
り
、

一

両
一

分
と
一

朱
、

す
な
わ
ち
約
一

円
三
十
銭
を
要
し
た
。

さ
ら
に

東
京
―
横
浜
の

路
線
と
と
も
に
、

横
浜
か
ら
近
傍
の

各
村
へ

、

さ
ら
に

関
東
お
よ
び
信
州
の

各
地
へ

、

特
別
仕
立
の

郵
便
が
開
か
れ
た
。

こ

の

場
合
一

里
に
つ

き
六
百
文
（
六
銭
）
と
い

う
基
準
で
、

距
離
比
例
制
が
採
用
さ
れ
て

い

る
。

た
と
え
ば
横
浜
か
ら
神
奈
川
宿
、

戸
部
村
や
野
毛

村
あ
て

は
、

一

里
以
内
で

あ
る
か

ら
六
百
文
、

鎌
倉
の

各
村
あ
て

は
、

五
里
以
内
で

あ
っ

て

三
貫
文
（
三
十
銭
）
と
い

う
次
第
で

あ
っ

た
。

ま
た
横

浜
よ
り
各
地
あ
て

の

別
仕
立
郵
便
に
つ

い

て

は
、

次
表
の

よ
う
に

示
さ
れ
た
。

横
浜
ヨ

リ
各
地
別
仕
立
郵
便
里
程
賃
銭
表
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各
地
名

　
里

程

　
一

通
ノ

賃
銭

武
州
　
長
津
田

　
五
里

　
三
貫
文

同

　
原
町
田

　
六
里

　
三
貫
六
百
文

相
州
　
横
須
賀

　
七
里
半

　
四
貫
五
百
文

同

　
浦

賀

　
九
里

　
五
貫
四
百
文

武
州
　
八
王
子

　
十
二

里

　
七
貫
二

百
文

同

　
川

越

　
二
十
里

　
十
二

貫
文

上
州
　
桐

生

　
三
十
三
里

　
十
九
貫
八
百
文

同

　
高

崎

　
三
十
六
里

　
二
十
一

貫
六
百
文

甲

府

　
三
十
六
里

　
二
十
一

貫
六
百
文

上
州
　
富

岡

　
四
十
一

里
八
丁

　
二

十
五
貫
二

百
文

信
州
　
上

田

　
五
十
七
里

　
三
十
四
貫
二
百
文

郵
便
路
線
の

拡
大

明
治
四
年
七
月
十
五
日
に

横
浜
か

ら
郵
便
が
仕
立
て

ら
れ
る
よ
う
に

な
っ

た
地
域
を
見
る
と
、

横
須
賀
と
浦
賀
と
を
除
い

て

は
、

い

ず
れ
も
生
糸
や
絹
織
物
な
ど
の

生
産
地
で

あ
っ

た
こ

と
が
、

注
目
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
。

横
浜
に
お
け
る
輸
出
品
の

う

ち
、

最
も
主
要
な
役
割
を
に

な
っ

た
も
の

が
、

生
糸
で

あ
り
、

絹
織
物
で

あ
っ

た
。

こ

れ
ら
の

品
は
、

当
時
に
お
け
る
主
産
地
で

あ
っ

た
八
王
子
か

ら
、

上
州
の

桐
生
・

高
崎
・

富
岡
か
ら
、

ま
た
甲
府
や
、

信
州
の

上
田
か
ら
、

運
び
こ

ま
れ
た
。

こ

う
し
た
生
産
地
と
横
浜
と
の

間
に
は
、

い

わ
ゆ

る
絹
の

道
が
開
か
れ
、

往
来
が
さ
か
ん
で

あ
っ

た
。

当
然
の

こ

と
と
し
て
、

書
状
や
現
金
の

運
送
も
、

に

ぎ
わ
っ

た
こ

と
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
う
し
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た
需
要
に
こ

た
え
る
た
め
、

い

わ
ゆ
る
絹
の

道
を
通
ず
る
郵
便
路
線
が
い

ち
早
く
開
設
さ
れ
た
の

で

あ
っ

た
。

こ

の

路
線
に

お
い

て

も
、

郵
便
料
金

は
一

里
に
つ

き
六
百
文
と
い

う
基
準
で

定
め
ら
れ
て

い

る
。

浦
賀
は
、

東
京
湾
の

先
端
に

あ
る
良
港
で

あ
る
。

浦
賀
の

東
方
、

岬
の

突
端
に

あ
た
る
観
音
崎
に
は
、

お
雇
い

外
国
人
の

指
導
者
に
よ
っ

て
、

燈

明
台
（
灯
台
）
が
明
治
二

年
（
一

八
六
九

）
二

月
に

完
成
し
て
い

た
。

ま
た
横
須
賀
に

は
、

幕
末
に

製
鉄
所
が
建
て

ら

れ
、

そ
の

施
設
は
明
治
政
府

に

引
き
継
が
れ
た
。

明
治
元
年
（
一

八
六
八

）
に

発
足
し
た
「
神
奈
川
県
」
は
、

こ

の

横
須
賀
製
鉄
所
も
管
轄
し
た
の

で

あ
る
。

こ

う
し
た
横
須
賀
や

浦
賀
へ

も
、

横
浜
か

ら
の

郵
便
路
線
が
い

ち
早
く
開
設
さ
れ
た
の

で

あ
っ

た
。

し
か
し
、

こ

の

路
線
は
陸
上
を
通
っ

た
も
の

と
思
わ
れ
る
が
、

ど
の

程
度
に

運
用
さ
れ
た
も
の

か
、

実
態
は
明
ら
か
で

な
い
。

全
国
に

お
け
る
郵
便
路
線
は
、

そ
の

後
、

大
阪
以
西

を
下
関
ま
で
、

ま
た
四
国
の

宇
和
島
ま
で

延
ば
さ
れ
、

さ
ら
に

明
治
四
年
十
二

月
五

日
（
一

八
七
二

年
一

月
十
四

日

）
か
ら
は
、

路
線
も
長
崎
ま
で

達
し
た
。

こ

の

と

き

郵
便
料
金
は
、

全
面
的
に

距
離
制
が
採
用
さ
れ
て

い

る
。

書
状
に
つ

い

て

見
れ
ば
、

二

十
五

里
ま
で

百

文

（
一

銭
）、

五
十
里
ま
で

二
百
文
、

百
里
ま
で

三

百
文
、

と
定
め

ら
れ
た
。

長
崎
線
の

開
設
に
つ

づ
い

て
、

明
治
四
年
十
二

月
二

十
一

日（
一

八
七
二

年
一

月
三
十
日

）
か
ら
、

横
浜
―
横
須

県内郵便路線図
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賀
の

郵
便
は
、

こ

の

間
に

往
復
す
る
汽
船
に

積
ん
で

運
ば
れ
る
こ

と
に

な
っ

た
。

同
時
に
、

横
須
賀
―
三
崎
町
、

横
須
賀
―
金
沢
の

間
に

も
、

郵
便

路
線
が
開
設
さ
れ
た
。

横
浜
―
横
須
賀
の

間
に

は
、

月
に

十
二

回
、

郵
便
船
が
往
復
す
る
。

こ

う
し
て

横
浜
を
中
心
に
、

当
時
の

重
要
な
町
村
と
の

間
の

郵
便
網
は
、

創
業
の

年
の

う
ち
に

整
備
さ
れ
た
の

で

あ
っ

た
。

翌
五
年
三
月
、

料
金
は
従
来
の

両
・

貫
・

文
か
ら
、

新
し
い

貨
幣
単
位
で

あ
る
円
・

銭
・

厘
に

改
め
ら
れ
た
。

一

両
が
一

円
、

一

貫
が
十
銭
、

百

文
が
一

銭
に

換
算
さ
れ
た
の

で

あ
る
。

そ
し
て

明
治
五
年
七
月
一

日
（
一

八
七
二

年
八
月
四
日

）
よ
り
、

郵
便
路
線
は
北
海
道
の
一

部
を
除
き
、

ほ
ぼ

全
国
を
お
お
う
に

至
る
。

郵
便
事
業
の

政
府
専
掌
が
明
示
さ
れ
た
の

は
、

一

八
七
三
（
明
治
六

）
年
五
月
一

日
の

こ

と
で

あ
っ

た
。

こ

れ
よ
り
民
間

業
者
が
信
書
な
ど
の

送
達
を
扱
う
こ

と
は
禁
止
さ
れ
る
。

ま
た
、

こ

れ
に

さ
き
だ
っ

て

四
月
一

日
か
ら
は
、

郵
便
料
金
の

全
国
均
一

制
が
実
施
さ
れ

た
。

書
状
の

基
本
料
金
は
、

全
国
一

律
に

二

銭
（
市
内
は
一

銭
）
と
な
る
。

と
こ

ろ
で

郵
便
物
は
、

主
と
し
て

脚
夫
に
よ
っ

て

運
送
さ
れ
た
。

各
駅
ご
と
に
、

原
則
と
し
て
八
人
の

脚
夫
を
配
置
し
、

郵
便
物
を
入
れ
た
行
李

を
か
つ

い

で
、

次
の

駅
へ

継
立
て

た
の

で

あ
る
。

や
が
て

郵
便
物
は
、

鉄
道
が
開
通
す
る
と
汽
車
に
よ
っ

て

運
ば
れ
、

馬
車
が
走
る
区
間
で
は
、

こ

れ
に

乗
せ
る
こ

と
が
あ
っ

た
。

一

八
七
四
（
明
治
七

）
年
八
月
に

は
、

神
奈
川
―
小
田
原
の

間
に

郵
便
馬
車
が
走
る
よ

う
に

な
る
。

す
で
に

新
橋
―
横
浜
の

間
に
は
鉄
道
が
開
通

し
て
い

た
。

こ

の

間
は
鉄
道
輸
送
で

あ
る
。

神
奈
川
か
ら
は
馬
車
に

乗
せ

ら
れ
、

小
田
原
か
ら
箱
根
を
こ

え
て

三
島
ま
で

は
、

脚
夫
が
運
ん
だ
。

そ

し
て
一

八
七
五
（
明
治
八

）年
十
一

月
か
ら
、

箱
根
ご
え
の

よ
う
な
特
別
の

道
を
除
い

て
、

東
海
道
の

大
部
分
に
、

郵
便
馬
車
が
走
る
よ
う
に

な
っ

た

の

で

あ
っ

た
。

こ
の

こ

ろ
東
京
―
横
浜
の

郵
便
は
、

一

日
十
二

回
の

往
復
に

達
し
て
い

た
。
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